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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の色要素から成る連続階調を有する印刷画像に対して、前記複数の色要素のうち、
明度の高い所定の色要素を抽出し、前記抽出された所定の色要素から成る画像を周波数解
析した場合に、埋め込むべき情報に応じた周波数成分が抽出される真偽判別可能な印刷物
であって、
　前記複数の色要素は、それぞれに色相が異なり、
　前記所定の色要素から成る画像が前記埋め込むべき情報に応じた周波数成分が抽出され
るように設定された所定の間隔を有する同心形万線が配置された少なくとも一つの領域に
よって形成され、前記所定の色要素から成る画像の画線面積率が、同心形万線の画線領域
としてそれぞれ画線の中心線において、それぞれの内側と外側に所定の画線面積率となる
ような距離を設けられ、それぞれの画線の中心線から中心線の間隔が常に同じ距離が保た
れ、残りの色素から成る画像が前記同心形万線と異なる形状を成す画線群が配置された少
なくとも一つの領域によって形成され、
　前記同心形万線及び前記同心形万線と異なる形状を成す画線群の画線面積率は、前記連
続階調に従って異ならせて形成されていることを特徴とする真偽判別可能な印刷物。
【請求項２】
　前記同心形万線の画線の間隔は、埋め込むべき情報ごとに、あらかじめ設定された複数
組の間隔の中から選択されていることを特徴とする請求項１記載の真偽判別可能な印刷物
。
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【請求項３】
　前記明度の高い所定の色要素をイエロー成分とし、前記残りの色要素をシアン成分及び
マゼンタ成分としていることを特徴とする請求項１又は２記載の真偽判別可能な印刷物。
【請求項４】
　前記同心形万線と異なる形状を成す画線群は、直画線及びドットパターンの少なくとも
一つによって形成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項記載の真偽
判別可能な印刷物。
【請求項５】
　前記同心形万線が配置される領域が、複数分割され、
　前記複数に分割された各領域は、同一の中心点を共有する同心形万線が形成され、
　前記複数分割された各領域の同心形万線の画線の間隔は、前記領域ごとに異なることを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項記載の真偽判別可能な印刷物。
【請求項６】
　前記同心形万線が配置される領域が、複数分割され、
　前記複数に分割された各領域は、前記領域ごとに異なる中心点を有して同心形万線が形
成され、
　前記複数分割された各領域の同心形万線の画線の間隔は、前記領域ごとに異なることを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項記載の真偽判別可能な印刷物。
【請求項７】
　前記同心形万線が配置される領域が、リング状に複数分割され、
　前記複数に分割された各領域は、同一の中心点を共有する同心形万線が形成され、
　前記複数に分割された各領域の境界において、隣り合う一方の前記領域に備わる同心形
万線の間隔と、他方の前記領域に備わる同心形万線の間隔との平均値からなる補間領域が
設けられ、
　前記境界において同心形万線の連続性が保たれていることを特徴とする請求項１乃至４
のいずれか一項記載の真偽判別可能な印刷物。
【請求項８】
　前記同心形万線の画線の間隔が、５０μｍ～３５０μｍであることを特徴とする請求項
１乃至７のいずれか一項記載の真偽判別可能な印刷物。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項記載の真偽判別可能な印刷物の作製装置であって、
　前記真偽判別可能な印刷物の印刷画像のモチーフとなるカラー画像が入力するカラー画
像入力手段と、
　前記カラー画像入力手段で得られたカラー画像を印刷可能な所定の色チャンネルに色分
解し、前記所定の色チャンネルを明度の高い色要素と、残りの色素に区分けする色分解手
段と、
　前記埋め込むべき情報に応じた周波数成分が抽出されるように設定された所定の間隔を
有する同心形万線の情報を入力する情報入力手段と、
　前記カラー画像が色分解された明度の高い所定の色要素に埋め込むべき情報に応じた周
波数成分が抽出されるように設定された所定の間隔を有する同心形万線の情報が情報入力
手段によって入力され、同心形万線データを生成し、前記残りの色素に、前記同心形万線
と異なる少なくとも一つの画線群データを生成する情報埋め込み手段と、
　前記明度の高い所定の色要素に設定された同心形万線データと、前記残りの色素に設定
された少なくとも一つの画線群データとを含むドキュメント・ファイルを生成する画像合
成手段と、
　前記ドキュメント・ファイルが、所定の色インキで基材に刷り重なって出力する出力手
段を備えることを特徴とする真偽判別可能な印刷物の作製装置。
【請求項１０】
　カラー画像入力手段、色分解手段、情報入力手段、情報埋め込み手段、画像合成手段及
び出力手段を備えた真偽判別可能な印刷物の作製装置を用いて、請求項１乃至９のいずれ
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か一項記載の真偽判別可能な印刷物の作製方法であって、
　前記カラー画像入力手段によって、前記真偽判別可能な印刷物の印刷画像のモチーフと
なるカラー画像が入力するステップと、
　前記色分解手段によって、前記入力された前記カラー画像を印刷可能な所定の色チャン
ネルに色分解し、前記所定の色チャンネルを明度の高い色要素と、残りの色素に区分けす
るステップと、
　前記情報入力手段によって、埋め込むべき情報に応じた周波数成分が抽出されるように
設定された所定の間隔を有する同心形万線の情報を入力するステップと、
　前記情報埋め込み手段によって、前記抽出された情報を前記明度の高い所定の色要素に
同心形万線データを生成し、前記残りの色素に、前記同心形万線と異なる少なくとも一つ
の画線群データを生成するステップと、
　前記画像合成手段によって、前記明度の高い所定の色要素に設定された同心形万線デー
タと、前記残りの色素に設定された少なくとも一つの画線群データとを含むドキュメント
・ファイルを生成するステップと、
　前記出力手段によって、前記ドキュメント・ファイルが、所定の色インキで基材に刷り
重なって出力するステップを有することを特徴とする真偽判別可能な印刷物の作製方法。
【請求項１１】
　前記明度の高い色要素がイエロー成分であり、前記残りの色素がマゼンタ成分及びシア
ン成分であることを特徴とする請求項１０記載の真偽判別可能な印刷物の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至８のいずれか一項記載の真偽判別可能な印刷物の認証装置であって、
　あらかじめ定められた埋め込むべき情報が埋め込まれた印刷画像をカラー画像として読
み取る読み取り手段と、
　前記読み取ったカラー画像から明度の高い色要素のグレースケール画像を抽出する色分
離手段と、
　前記抽出されたグレースケール画像をフーリエ変換してＦＦＴパターンを生成する変換
手段と、
　前記ＦＦＴパターンから周波数成分を抽出する解析手段と、
　真偽判定データを記憶する記憶手段と、
　前記周波数成分と、前記記憶手段に記憶された真偽判別データを比較照合することで真
偽判別可能な印刷物の認証が行われる判定手段を備えることを特徴とする真偽判別可能な
印刷物の認証装置。
【請求項１３】
　読み取り手段、色分離手段、変換手段、解析手段、判定手段及び記憶手段を備えた真偽
判別可能な印刷物の認証装置を用いて、請求項１乃至８のいずれか一項記載の真偽判別可
能な印刷物の認証方法であって、
　前記読み取り手段によって、あらかじめ定められた埋め込むべき情報が埋め込まれた印
刷画像をカラー画像として読み取るステップと、
　前記色分離手段によって、前記読み取られたカラー画像から明度の高い色要素のグレー
スケール画像を抽出するステップと、
　前記変換手段によって、前記抽出されたグレースケール画像をフーリエ変換してＦＦＴ
パターンを生成するステップ、
　前記解析手段によって、前記ＦＦＴパターンから周波数成分を抽出するステップと、
　前記判定手段によって、前記抽出された周波数成分と、前記記憶手段に記憶された真偽
判別データを比較照合することで真偽判別可能な印刷物の認証が行われることを特徴とす
る真偽判別可能な印刷物の認証方法。
【請求項１４】
　前記明度の高い色要素がイエロー成分であることを特徴とする請求項１３記載の真偽判
別可能な印刷物の認証方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有価証券、各種証明書及び重要書類等の貴重印刷物に、偽造防止用として施
す真偽判別可能な印刷物、その作製装置及びその作製方法並びに真偽判別可能な印刷物の
認証装置及びその認証方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有価証券、各種証明書及び重要書類等の印刷物において、偽造、変造防止策は重要な要
素である。主な偽造、変造防止策として、印刷物に対し何らかの手段により不可視情報を
埋め込み、何らかの手段によって不可視情報を読み取る方法がある。
【０００３】
　今日では、読み取り用のセンサーに合わせて様々な方法及び手段がある。印刷物の機械
読み取り検査方法としては、磁性インキ、赤外線反射吸収インキ、蛍光インキ等の機能性
インキや、印刷媒体を形成する繊維、材質、薬品類等による素材を検知するといったもの
が主流である。しかし、これらの技術は、人間に感知できない特定の電磁波等に起因する
ものであり、印刷物を作製する上で材料適性に依存するものが多く、生産コスト面におい
て経済性の見合う製品にしか付与することができない。
【０００４】
　一方、印刷物の生産コストを特に考慮しない方法としては、可視できる一般印刷用のイ
ンキのような印刷材料が適用可能な印刷物上の模様に対する光学読み取り方法がある。比
較的に容易な光学読み取り方法としては、ＯＣＲ、ＯＭＲ、バーコード、二次元コード等
が公知であるが、これらの光学読み取り方法で用いられる図形は何ら意匠性を備えておら
ず、既存製品に用いる場合は、デザイン、仕様の変更が要求される。
【０００５】
　また、これらの光学読み取り方法は広く市中に出回っている方法でもあり、符号が印刷
画線として可視できるため、解読、改ざんの危険性も予想され、偽造、変造防止策として
は用いるには不十分である。
【０００６】
　さらに、同じく光学読み取り方法でデザイン等の意匠性を変えずに読み取り用情報を付
与する方法として、一般に電子すかしと呼ばれる一連の技術がある。電子すかしは、コン
シールドイメージ、デジタルすかしとも呼ばれ、主な用途として、高機能化したコピー技
術やＤＴＰ技術におけるドキュメント・ファイルもしくはその印刷物に著作権情報を埋め
込む技術である。印刷物における公知の代表的な技術としては、周波数利用型と呼ばれる
方法がある。
【０００７】
　電子すかしは複製物においてもその周波数特性の劣化が少ないと言われ、最近では著作
権保護の目的でインターネット上に配信されるデジタルイメージに施されることが多い。
また、印刷物においてもその効果を奏することから、ポスターなどに利用されることも多
くなってきた。
【０００８】
　電子すかしが最も効果を発揮できるのは、連続階調（写真階調）模様である。連続階調
（写真階調）模様は多値画像データであるから、十分な冗長度が存在するので周波数利用
型に限らず画素置換型、画素空間利用型、量子化誤差拡散型等の多くの方法が提案され、
文献、特許出願も数多く、今日注目を集めている技術の一つである。
【０００９】
　しかしながら、電子すかしの多くは一般商業印刷の画像分解能を対象に設計されている
ため、複製物においては元の情報がそのままコピーされるという特徴があり、複製物の著
作権を示すため施策としては適しているが、オリジナルとコピーを区別することはできず
、物品を真贋判定する技術としては不十分である。
【００１０】
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　そこで、本発明者らは、「真偽判別可能な印刷物及び判別方法、並びに該印刷物への情
報の埋め込み方法」（特許文献１）、「真偽判別可能な印刷物及び判別方法、並びに該印
刷物への情報を埋め込み方法」（特許文献２）及び「印刷物並びに該印刷物の認証方法」
（特許文献３）により、地紋、彩紋模様のような自由な曲線群から成る印刷画線を、機械
的に識別することを特徴とする印刷物を既に出願している。しかし、これらの発明は図１
に示された線表現による彩紋模様などに適用される技術であるため、連続階調（写真階調
）模様に適用することはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００３－２００６４７号公報
【特許文献２】特開２００３－２４６１３４号公報
【特許文献３】ＷＯ２００６／１０６６７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は上述の点に鑑みなされたもので、本発明は、有価証券、各種証明書及び重要書
類等の貴重印刷物において、カラー印刷物を構成する明度の高い色成分に、人間が視覚で
認識できないレベルで周波数変調を与えることにより、カラー印刷物における連続階調を
保ちつつその美術的な効果を損なうことなくあらかじめ定められた埋め込むべき情報を付
与することを目的としている。また、従来の情報埋め込み、読み取り技術において使用さ
れている情報の信号をより強くするために、規則性の高い画線に規則性の高い同心円状の
画線構成を与えていることにより達成する真偽判別可能な印刷物、その作製装置及びその
作製方法並びに真偽判別可能な印刷物の認証装置及びその認証方法を提供するものである
。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の真偽判別可能な印刷物は、複数の色要素から成る連続階調を有する印刷画像に
対して、複数の色要素のうち、明度の高い所定の色要素を抽出し、抽出された所定の色要
素から成る画像を周波数解析した場合に、埋め込むべき情報に応じた周波数成分が抽出さ
れる真偽判別可能な印刷物であって、複数の色要素は、それぞれに色相が異なり、所定の
色要素から成る画像が埋め込むべき情報に応じた周波数成分が抽出されるように設定され
た所定の間隔を有する同心形万線が配置された少なくとも一つの領域によって形成され、
残りの色素から成る画像が同心形万線と異なる形状を成す画線群が配置された少なくとも
一つの領域によって形成され、同心形万線及び同心形万線と異なる形状を成す画線群の画
線面積率は、連続階調に従って異ならせて形成されていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の真偽判別可能な印刷物の同心形万線の画線の間隔は、埋め込むべき情報ごとに
、あらかじめ設定された複数組の間隔の中から選択されていることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の真偽判別可能な印刷物は、明度の高い所定の色要素をイエロー成分とし、残り
の色要素をシアン成分及びマゼンタ成分としていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の真偽判別可能な印刷物の同心形万線と異なる形状を成す画線群は、直画線及び
ドットパターンの少なくとも一つによって形成されていることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の真偽判別可能な印刷物は、明度の高い所定の色要素から成る画像の画線面積率
が、同心形万線の画線領域としてそれぞれ画線の中心線において、それぞれの内側と外側
に所定の画線面積率となるような距離を設けられ、それぞれの画線の中心線から中心線の
間隔が常に同じ距離に保たれていることを特徴とする。
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【００１８】
　本発明の真偽判別可能な印刷物は、同心形万線が配置される領域が、複数分割され、複
数に分割された各領域は、同一の中心点を共有する同心形万線が形成され、複数分割され
た各領域の同心形万線の画線の間隔は、領域ごとに異なることを特徴とする。
【００１９】
　本発明の真偽判別可能な印刷物は、同心形万線が配置される領域が、複数分割され、複
数に分割された各領域は、領域ごとに異なる中心点を有して同心形万線が形成され、複数
分割された各領域の同心形万線の画線の間隔は、領域ごとに異なることを特徴とする。
【００２０】
　本発明の真偽判別可能な印刷物は、同心形万線が配置される領域が、リング状に複数分
割され、複数に分割された各領域は、同一の中心点を共有する同心形万線が形成され、複
数に分割された各領域の境界において、隣り合う一方の領域に備わる同心形万線の間隔と
、他方の領域に備わる同心形万線の間隔との平均値からなる補間領域が設けられ、境界に
おいて同心形万線の連続性が保たれていることを特徴とする。
【００２１】
　本発明の真偽判別可能な印刷物は、同心形万線の画線の間隔が、５０μｍ～３５０μｍ
であることを特徴とする。
【００２２】
　本発明の真偽判別可能な印刷物の作製装置であって、真偽判別可能な印刷物の印刷画像
のモチーフとなるカラー画像が入力するカラー画像入力手段と、カラー画像入力手段で得
られたカラー画像を印刷可能な所定の色チャンネルに色分解し、所定の色チャンネルを明
度の高い色要素と、残りの色素に区分けする色分解手段と、埋め込むべき情報に応じた周
波数成分が抽出されるように設定された所定の間隔を有する同心形万線の情報を入力する
情報入力手段と、カラー画像が色分解された明度の高い所定の色要素に埋め込むべき情報
に応じた周波数成分が抽出されるように設定された所定の間隔を有する同心形万線の情報
が情報入力手段によって入力され、同心形万線データを生成し、残りの色素に、同心形万
線と異なる少なくとも一つの画線群データを生成する情報埋め込み手段と、明度の高い所
定の色要素に設定された同心形万線データと、残りの色素に設定された少なくとも一つの
画線群データを合成してドキュメント・ファイルを生成する画像合成手段と、ドキュメン
ト・ファイルが、所定の色インキで基材に刷り重なって出力する出力手段を備えることを
特徴とする。
【００２３】
　カラー画像入力手段、色分解手段、情報入力手段、情報埋め込み手段、画像合成手段及
び出力手段を備えた真偽判別可能な印刷物の作製装置を用いて、本発明の真偽判別可能な
印刷物の作製方法であって、カラー画像入力手段によって、真偽判別可能な印刷物の印刷
画像のモチーフとなるカラー画像が入力するステップと、色分解手段によって、入力され
たカラー画像を印刷可能な所定の色チャンネルに色分解し、所定の色チャンネルを明度の
高い色要素と、残りの色素に区分けするステップと、情報入力手段によって、埋め込むべ
き情報に応じた周波数成分が抽出されるように設定された所定の間隔を有する同心形万線
の情報を入力するステップと、情報埋め込み手段によって、抽出された情報を明度の高い
所定の色要素に同心形万線データを生成し、残りの色素に、同心形万線と異なる少なくと
も一つの画線群データを生成するステップと、画像合成手段によって、明度の高い所定の
色要素に設定された同心形万線データと、残りの色素に設定された少なくとも一つの画線
群データを合成してドキュメント・ファイルを生成するステップと、出力手段によって、
ドキュメント・ファイルが、所定の色インキで基材に刷り重なって出力するステップを有
することを特徴とする。
【００２４】
　本発明の真偽判別可能な印刷物の作製方法は、明度の高い色要素がイエロー成分であり
、残りの色素がマゼンタ成分及びシアン成分であることを特徴とする。
【００２５】
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　本発明の真偽判別可能な印刷物の認証装置であって、あらかじめ定められた埋め込むべ
き情報が埋め込まれた印刷画像をカラー画像として読み取る読み取り手段と、読み取った
カラー画像から明度の高い色要素のグレースケール画像を抽出する色分離手段と、抽出さ
れたグレースケール画像をフーリエ変換してＦＦＴパターンを生成する変換手段と、ＦＦ
Ｔパターンから周波数成分を抽出する解析手段と、真偽判定データを記憶する記憶手段と
、周波数成分と、記憶手段に記憶された真偽判別データを比較照合することで真偽判別可
能な印刷物の認証が行われる判定手段を備えることを特徴とする。
【００２６】
　読み取り手段、色分離手段、変換手段、解析手段、判定手段及び記憶手段を備えた真偽
判別可能な印刷物の認証装置を用いて、本発明の真偽判別可能な印刷物の認証方法であっ
て、読み取り手段によって、あらかじめ定められた埋め込むべき情報が埋め込まれた印刷
画像をカラー画像として読み取るステップと、色分離手段によって、読み取られたカラー
画像から明度の高い色要素のグレースケール画像を抽出するステップと、変換手段によっ
て、抽出されたグレースケール画像をフーリエ変換してＦＦＴパターンを生成するステッ
プ、解析手段によって、ＦＦＴパターンから周波数成分を抽出するステップと、判定手段
によって、抽出された周波数成分と、記憶手段に記憶された真偽判別データを比較照合す
ることで真偽判別可能な印刷物の認証が行われることを特徴とする。
【００２７】
　本発明の真偽判別可能な印刷物の認証方法は、明度の高い色要素がイエロー成分である
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　以上の構成から成る本発明によれば、真偽判別可能な印刷物において人間の視覚では認
識できないように真偽判別可能な印刷物を構成する明度の高い色成分に、あらかじめ定め
られた埋め込むべき情報が付与され、かつ、スキャナ、複写機等のデジタル機器では埋め
込んだ情報を検知することが可能であり、デジタル機器上で所定の色成分の抽出、フーリ
エ変換、特定周波数の抽出という演算を行うことにより、埋め込んだ情報を解析すること
が可能となる。
【００２９】
　また、本発明に用いられる画線では、真偽判別可能な印刷物に埋め込まれた情報を人間
の視覚で認識することは不可能であることから、真偽判別可能な印刷物の持つ美術的な効
果を減じることもなく、どのような被写体においても情報の付与が可能になる。
【００３０】
　また、本発明における同心円万線の画線の間隔が５０μｍ～３５０μｍであることから
、肉眼で視認されることはなく、カラー複写機等においても偽造防止効果を発揮するもの
である。
【００３１】
　さらに、従来の技術で述べた不可視な情報を埋め込み、読み取る技術と比べ、規則性の
高い画線に規則性の高い同心円状の画線構成を与えているために、その情報の信号強度は
非常に大きなものとなり、読み取り適性に優れた情報の付与が可能になる。
【００３２】
　これらの効果を有するので、本発明は、有価証券、各種証明書及び重要書類等の貴重印
刷物等に与えた不可視な情報をデジタル機器による読み取りとその情報に基づくデジタル
機器の作動停止等のアクションを起動させるのに有効となる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】フルカラー印刷物における減法混色からなる色分解画像が示された図である。
【図２】一般的なシアン画像Ｃとマゼンタ画像Ｍの画線構成が示された図である。
【図３】一般的なイエロー画像Ｙの画線構成が示された図である。
【図４】シアン画像、マゼンタ画像、イエロー画像がそれぞれの色インキで基材に刷り重
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なり、印刷物上で再構築された状態が示された図である。
【図５】一般的な印刷画像のＲＧＢ画像とその周波数解析におけるＦＦＴパターンが示さ
れた図である。
【図６】本発明の印刷画像のＲＧＢ画像とその周波数解析におけるＦＦＴパターンが示さ
れた図である。
【図７】本発明における一方のイエロー画像の画線構成が示された部分拡大図と、他方の
イエロー画像の画線構成が示された部分拡大図である。
【図８】シアン画像、マゼンタ画像、イエロー画像がそれぞれの色インキで基材に刷り重
なり、印刷物上で再構築された状態が示された図である。
【図９】本発明における一方の印刷画像とその周波数解析におけるＦＦＴパターンが示さ
れた図である。
【図１０】本発明における他方の印刷画像とその周波数解析におけるＦＦＴパターンが示
された図である。
【図１１】同心円万線の画線幅を連続的に違えることによって表現されている画線構成の
模式図である。
【図１２】それぞれの同心円万線の中心点が等しく配置された三種類の領域によって構成
されている画線構成が示された図である。
【図１３】それぞれの同心円万線の中心点が等しくかつ均等に配置された三種類の領域に
よって構成されている画線構成が示された図である。
【図１４】それぞれの同心円万線の中心点Ｐが異なりかつ同じ領域面積を持って配置され
た三種類の領域によって構成されている画線構成が示された図である。
【図１５】それぞれの同心円万線の中心点Ｐが等しくかつリング状に配置された三種類の
領域によって構成されている画線構成が示された図である。
【図１６】本発明における作製装置のブロック図である。
【図１７】本発明における作製処理ステップが示されたフローチャートである。
【図１８】本発明における認証装置のブロック図である。
【図１９】本発明における認証処理ステップが示されたフローチャートである。
【図２０】埋め込むべき情報が登録されたデータテーブルである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明の実施の形態を実施例に基づいて図面を参照して以下詳細に説明する。図１はフ
ルカラー印刷物における減法混色からなる色分解画像が示されたものである。一般商業印
刷及びカラープリンタのフルカラー表現は、減法混色に基づく色画像によって形成してい
る。原画像１は２１．７ｍｍ×２１．７ｍｍの解像度４００ｄｐｉから成る２４ビットの
ＲＧＢカラー画像である。原画像１をプロセス色分解と呼ばれる公知の色分解手法により
、減法混色に基づくシアン画像Ｃ、マゼンタ画像Ｍ、イエロー画像Ｙのそれぞれが形成さ
れる。通常のプロセス色分解ではこの他にブラック（黒）画像も形成されるが、本発明を
実施するための形態ではブラック（黒）画像については省略する。
【００３５】
　図１で示された連続階調を有するシアン画像Ｃ、マゼンタ画像Ｍ、イエロー画像Ｙは、
印刷に適する構成とすべく、ドットパターン（または網点）とも呼ばれる微細構成子の集
合体における画線面積率を連続的に違えることによって、それぞれの色画像の濃淡が表現
される。画像のドットパターン化は一般的にスクリーニングと呼ばれ、今日ではドットジ
ェネレータと呼ばれる画像処理が組み込まれた製版装置を介することでドットパターンに
よる画像のドットパターン化が行われるのが一般的である。図２はシアン画像Ｃとマゼン
タ画像Ｍの画線構成が示されたものである。図２（ａ）はシアン画像の画線構成が示され
た部分拡大図（円内）あり、図２（ｂ）はマゼンタ画像の画線構成が示された部分拡大図
（円内）である。シアン画像のドットパターンとマゼンタ画像ともにスクリーン線数は２
１０線／インチであり、刷り重ねの際のモアレを防止するためにドットパターン配列の角
度を変えてあり、当業者においてはその角度をスクリーン角度と呼んでいる。ここでは、
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図２（ａ）のシアン画像Ｃは１０８度とし、図２（ｂ）のマゼンタ画像Ｍは１６２度とし
た。また、図３はイエロー画像Ｙの画線構成が示されたものである。図３（ａ）はイエロ
ー画像Ｙの画線構成が示された部分拡大図（円内）である。図２と同様のドットパターン
によって構成したものであり、スクリーン線数は２１０線／インチでスクリーン角度は９
０度である。通常のプロセス印刷では、図２及び図３（ａ）に示された画線構成から成る
画像を、それぞれの色インキで基材に印刷することによってフルカラー画像が形成される
。
【００３６】
　一方、図３（ｂ）はイエロー画像Ｙ１の画線構成が示された部分拡大図（円内）である
。イエロー画像Ｙ１は、図３（ａ）のイエロー画像Ｙの連続階調と等しく、画線構成はイ
エロー画像Ｙのドットパターンとは異なり、８０μｍの間隔ｄ１から成る同心円万線で配
置された領域Ａによって構成されている。なお、図３（ｂ）は、同心円万線で形成して説
明しているが、本発明はこれに限定されることなく、同心角万線等の同心形万線であれば
よい。下記に示す実施の形態１乃至５においても同心形万線であればよい。ただし、同心
円万線が好ましい。イエロー画像Ｙ１の画線面積率は、同心円万線の画線幅を連続的に違
えることによって表現されている。同心円万線の画線幅を連続的に違える方法については
実施の形態１にて説明する。
【００３７】
　図４はシアン画像、マゼンタ画像、イエロー画像がそれぞれの色インキで基材に刷り重
なり、印刷物上で再構築された状態が示された図である。図４（ａ）は図２（ａ）に示さ
れたシアン画像と図２（ｂ）に示されたマゼンタ画像と図３（ａ）に示されたイエロー画
像Ｙとがそれぞれの色インキで基材に刷り重なって得られた印刷画像２が示されたもので
ある。一方、図４（ａ）は図２（ａ）に示されたシアン画像と図２（ｂ）に示されたマゼ
ンタ画像と図３（ｂ）に示されたイエロー画像Ｙ１とがそれぞれの色インキで基材に刷り
重なって得られた印刷画像３が示されたものである。
【００３８】
　図５は印刷画像２のＲＧＢ画像とその周波数解析におけるＦＦＴパターンが示されたも
のである。図４（ａ）に示された印刷画像２は、光学式スキャナにて解像度１２００ｄｐ
ｉで画像入力され、図５（ａ）に示された１０２４×１０２４ピクセルから成る２４ビッ
トのＲＧＢ画像が生成される。図５（ｂ）は、図５（ａ）に示されたＲＧＢ画像のうちの
Ｂチャンネルをフーリエ変換して得られたＦＦＴパターンである。なお、空間周波数の特
徴をわかりやすく説明するため、図５（ｂ）のＦＦＴパターンの第IV象限には、周波数強
度グラフを重ねて表示している。図５（ａ）の印刷画像２に構成された画線では、空間周
波数に大きな特徴はみられない。
【００３９】
　図６は印刷画像３のＲＧＢ画像とその周波数解析におけるＦＦＴパターンが示されたも
のである。図４（ｂ）に示された印刷画像３は、光学式スキャナにて解像度１２００ｄｐ
ｉで画像入力され、図６（ａ）に示された１０２４×１０２４ピクセルから成る２４ビッ
トのＲＧＢ画像が生成される。図３（ｂ）に示した印刷物上にあるイエロー画像の領域Ａ
は、８０μｍの間隔ｄ１から成る同心円万線で配置され、領域Ａを構成する同心円万線は
細画線かつ、明度の高いイエローで印刷されてあるため目視では同心円万線で構成されて
いることは視認できない。さらに、明度の低いシアン画像Ｃとマゼンタ画像Ｍとが同時に
刷り重なっているため、それらがカモフラージュ模様となり、領域Ａを構成する同心円万
線が視認されることはない。シアン画像Ｃとマゼンタ画像Ｍは、イエロー画像を形成した
同心円万線の周波数成分とは異なる周波数成分から成る同心円万線と異なる形状を成す画
線群よって形成される。図６（ｂ）は、図６（ａ）に示されたＲＧＢ画像のうちのＢチャ
ンネルをフーリエ変換して得られたＦＦＴパターンである。図５と同様に、空間周波数の
特徴をわかりやすく説明するため、図６（ｂ）のＦＦＴパターンの第IV象限には、周波数
強度グラフを重ねて表示している。図６（ｂ）の周波数強度グラフに示されたように、強
度ピークの逆空間距離ｑｄ１が見られる。これは、図３（ｂ）に示した間隔ｄ１が逆空間
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上に現れたものである。ＦＦＴパターン上の強度ピークの逆空間距離については、画像入
力に関わる各種パラメータ、すなわち、図３（ｂ）に示した印刷物上にある領域Ａに備わ
る８０μｍの間隔ｄ１を実空間距離としたとき、画像の一辺のピクセル数と、画像の解像
度がわかっていれば、数１によっても容易に算出できる。
【００４０】
【数１】

【００４１】
　図６（ａ）のＲＧＢ画像には図３（ｂ）に示された領域Ａが含まれるため、領域Ａに備
わる同心円万線の画線の間隔ｄ１がもたらす強度ピークの逆空間距離ｑｄ１は、図６（ｂ
）に示されているようにＦＦＴパターンの中心から２７１ピクセルの位置に現れる。
【００４２】
　図７（ａ）はイエロー画像Ｙ２の画線構成が示された部分拡大図（円内）である。イエ
ロー画像Ｙ２は、図３（ａ）のイエロー画像Ｙの連続階調と等しく、画線構成はイエロー
画像Ｙのドットパターンとは異なり、８０μｍの間隔ｄ１から成る同心円万線で配置され
た領域Ａと、１００μｍの間隔ｄ２から成る同心円万線で配置された領域Ｂとによって構
成されている。一方、図７（ｂ）はイエロー画像Ｙ３の画線構成が示された部分拡大図（
円内）である。イエロー画像Ｙ３は、図３（ａ）のイエロー画像Ｙの連続階調と等しく、
画線構成はイエロー画像Ｙのドットパターンとは異なり、８０μｍの間隔ｄ１から成る同
心円万線で配置された領域Ａと、１００μｍの間隔ｄ２から成る同心円万線で配置された
領域Ｂと、１３０μｍの間隔ｄ３から成る同心円万線で配置された領域Ｃとによって構成
されている。イエロー画像Ｙ２、イエロー画像Ｙ３それぞれの画線面積率は、同心円万線
の画線幅を連続的に違えることによって表現されている。同心円万線の画線幅を連続的に
違える方法については実施の形態１にて説明する。また、それぞれの領域の配置に何ら制
約はなく、同心円万線の中心の位置が異なっていても構わない。
【００４３】
　図８はシアン画像、マゼンタ画像、イエロー画像がそれぞれの色インキで基材に刷り重
なり、印刷物上で再構築された状態が示された図である。図８（ａ）は図２（ａ）に示さ
れたシアン画像と図２（ｂ）に示されたマゼンタ画像と図７（ａ）に示されたイエロー画
像Ｙ２とがそれぞれの色インキで基材に刷り重なって得られた印刷画像４が示されたもの
である。一方、図８（ｂ）は図２（ａ）に示されたシアン画像と図２（ｂ）に示されたマ
ゼンタ画像と図７（ｂ）に示されたイエロー画像Ｙ３とがそれぞれの色インキで基材に刷
り重なって得られた印刷画像５が示されたものである。
【００４４】
　図９は印刷画像４とその周波数解析におけるＦＦＴパターンが示されたものである。図
８（ａ）に示された印刷画像４は、光学式スキャナにて解像度１２００ｄｐｉで画像入力
され、図９（ａ）に示された１０２４×１０２４ピクセルから成る２４ビットのＲＧＢ画
像が生成される。図７（ａ）に示した印刷物上にあるイエロー画像の領域Ａは、８０μｍ
の間隔ｄ１から成る同心円万線で配置され、領域Ｂは、１００μｍの間隔ｄ２から成る同
心円万線で配置され、領域Ａ及び領域Ｂを構成する同心円万線は細画線かつ、明度の高い
イエローで印刷されてあるため目視では同心円万線で構成されていることは視認できない
。さらに、明度の低いシアン画像Ｃとマゼンタ画像Ｍとが同時に刷り重なっているため、
それらがカモフラージュ模様となり、領域Ａ及び領域Ｂを構成する同心円万線が視認され
ることはない。シアン画像Ｃとマゼンタ画像Ｍは、イエロー画像を形成した同心円万線の
周波数成分とは異なる周波数成分から成る直画線、曲画線及び／又はドットパターン（網
点）によって形成される。図９（ｂ）は、図９（ａ）に示されたＲＧＢ画像のうちのＢチ
ャンネルをフーリエ変換して得られたＦＦＴパターンである。図５と同様に、空間周波数
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の特徴をわかりやすく説明するため、図９（ｂ）のＦＦＴパターンの第IV象限には、周波
数強度グラフを重ねて表示している。図９（ｂ）の周波数強度グラフに示されたように、
強度ピークの逆空間距離ｑｄ１と逆空間距離ｑｄ２が見られる。
【００４５】
　数１の算出でも示されるように、図９（ａ）のＲＧＢ画像には図７（ａ）に示された領
域Ａが含まれているため、領域Ａに備わる同心円万線の画線の間隔ｄ１がもたらす強度ピ
ークの逆空間距離ｑｄ１は、図９（ｂ）に示されているようにＦＦＴパターンの中心から
２７１ピクセルの位置に現れる。さらに、図９（ａ）のＲＧＢ画像には図７（ａ）に示さ
れた領域Ｂも含まれているため、領域Ｂに備わる同心円万線の画線の間隔ｄ２がもたらす
強度ピークの逆空間距離ｑｄ２は、図９（ｂ）に示されているようにＦＦＴパターンの中
心から２１７ピクセルの位置に現れる。
【００４６】
　一方、図８（ｂ）に示された印刷画像５は、光学式スキャナにて解像度１２００ｄｐｉ
で画像入力され、図１０（ａ）に示された１０２４×１０２４ピクセルから成る２４ビッ
トのＲＧＢ画像が生成される。図７（ｂ）に示した印刷物上にあるイエロー画像の領域Ａ
は、８０μｍの間隔ｄ１から成る同心円万線で配置され、領域Ｂは、１００μｍの間隔ｄ

２から成る同心円万線で配置され、領域Ｃは、１３０μｍの間隔ｄ３から成る同心円万線
で配置され、領域Ａ、領域Ｂ及び領域Ｃを構成する同心円万線は細画線かつ、明度の高い
イエローで印刷されてあるため目視では同心円万線で構成されていることは視認できない
。さらに、明度の低いシアン画像Ｃとマゼンタ画像Ｍとが同時に刷り重なっているため、
それらがカモフラージュ模様となり、領域Ａ、領域Ｂ及び領域Ｃを構成する同心円万線が
視認されることはない。シアン画像Ｃとマゼンタ画像Ｍは、イエロー画像を形成した同心
円万線の周波数成分とは異なる周波数成分から成る直画線、曲画線及び／又はドットパタ
ーン（網点）よって形成される。図１０（ｂ）は、図１０（ａ）に示されたＲＧＢ画像の
うちのＢチャンネルをフーリエ変換して得られたＦＦＴパターンである。図５と同様に、
空間周波数の特徴をわかりやすく説明するため、図１０（ｂ）のＦＦＴパターンの第IV象
限には、周波数強度グラフを重ねて表示している。図１０（ｂ）の周波数強度グラフに示
されたように、強度ピークの逆空間距離ｑｄ１と逆空間距離ｑｄ２と逆空間距離ｑｄ３が
見られる。
【００４７】
　数１の算出でも示されるように、図１０（ａ）のＲＧＢ画像には図７（ｂ）に示された
領域Ａが含まれているため、領域Ａに備わる同心円万線の画線の間隔ｄ１がもたらす強度
ピークの逆空間距離ｑｄ１は、図１０（ｂ）に示されているようにＦＦＴパターンの中心
から２７１ピクセルの位置に現れる。さらに、図１０（ａ）のＲＧＢ画像には図７（ｂ）
に示された領域Ｂも含まれているため、領域Ｂに備わる同心円万線の画線の間隔ｄ２がも
たらす強度ピークの逆空間距離ｑｄ２は、図１０（ｂ）に示されているようにＦＦＴパタ
ーンの中心から２１７ピクセルの位置に現れる。またさらに、図１０（ａ）のＲＧＢ画像
には図７（ｂ）に示された領域Ｃも含まれているため、領域Ｃに備わる同心円万線の画線
の間隔ｄ３がもたらす強度ピークの逆空間距離ｑｄ３は、図１０（ｂ）に示されているよ
うにＦＦＴパターンの中心から１６７ピクセルの位置に現れる。
【００４８】
　このように、任意の領域に同心円万線を含むことによって、該同心円万線の空間周波数
の特徴が、ＦＦＴパターンにおける強度ピークとして示される。なお、同心円万線の画線
の間隔によって、強度ピークの位置が異なる。このＦＦＴパターンにおける強度ピークの
位置の違いによって、模様の違いを情報として識別することができる。
【００４９】
　このように、明度の高い色要素を有する領域に同心円万線を含むことによって、明度の
低い色要素を有する他の領域によってカモフラージュされ、特定の色フィルタによって強
調された該同心円万線の空間周波数の特徴が、ＦＦＴパターンにおける強度ピークとして
示される。なお、同心円万線の画線の間隔によって、強度ピークの位置が異なる。このＦ
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ＦＴパターンにおける強度ピークの位置の違いによって、模様の違いを識別することがで
きる。なお、明度の高い色要素を有する領域と明度の低い色要素を有する他の領域とが、
色相が違うという条件を満たしていれば、それぞれの色を何ら限定するものではない。
【００５０】
　上記説明では、最も明度の高い所定の色要素であるイエロー画像に同心円万線を形成し
、残りの色素であるシアン画像及びマゼンタ画像にドットパターンを形成して説明してい
るが、本発明は上記構成に限定されることなく、複数の色要素のうち、最も明度の高い所
定の色要素を抽出し、所定の色要素から成る画像が埋め込むべき情報に応じた周波数成分
が抽出されるように設定された所定の間隔を有する同心円万線が配置され、残りの色素か
ら成る画像が同心円万線と異なる形状を成す画線群が配置された少なくとも一つの領域に
よって形成すればよい。残りの色素から成る画像が同心円万線と異なる形状を成す画線群
は、直画線及びドットパターンの少なくとも一つによって形成されていることが好ましい
。また、同心円万線の画線の間隔が、５０μｍ～３５０μｍであることが好ましい。下記
に説明する実施の形態１乃至実施の形態３の真偽判別可能な印刷物についても同様である
。
【００５１】
　本発明の真偽判別可能な印刷物は、同心円万線の画線の間隔は、埋め込むべき情報ごと
に、あらかじめ設定された複数組の間隔の中から選択されている。例えば、図２０のデー
タテーブルに示されたように、図６（ｂ）に示されたＦＦＴパターンを得るためのデータ
としてはCode 1が適用され、図９（ｂ）に示されたＦＦＴパターンを得るためのデータと
してはCode 2が適用され、図１０（ｂ）に示されたＦＦＴパターンを得るためのデータと
してはCode 3が適用される。このデータテーブルに埋め込むべき情報が多く登録されてい
るほど真偽判別用の情報を活用できるものである。
【００５２】
　本発明は、面表現の領域において同心円万線、すなわち規則性を有する複数本の細画線
を有することにより、スキャナ、複写機等のデジタル機器による高解像度入力画像では識
別可能であるが、人間にとって視覚で認識困難な微細かつ規則性を有する部分を付与し、
得られた印刷物に対してデジタル機器上で証券用線画の間隔の相関を分析し、印刷物に埋
め込まれた情報を識別することで真偽判別が可能であり、また、その情報に基づき偽造等
に利用する複写機等デジタル機器の動作停止等のアクションを可能とするものである。
【００５３】
（１）実施の形態１
　本実施の形態１は、同心円万線と連続階調の関係について述べるものである。本実施の
形態１について、図面を用いて詳細に説明する。
【００５４】
　上記説明では、本発明は明度の高い色要素を有する領域に同心円万線を含むことによっ
て任意の情報を付与するものである。同時に、明度の高い色要素を有する領域は印刷画線
を構成する色要素の一部であり、かつ連続階調を伴う画線構成となっている。例えば、図
３（ｂ）に示されたイエロー画像Ｙ１、図７（ａ）に示されたイエロー画像Ｙ２または図
７（ｂ）に示されたイエロー画像Ｙ３のそれぞれの画線面積率は、同心円万線の画線幅を
連続的に違えることによって表現されている。これらに共通する特徴は、図１１の画線構
成の模式図に示されるように、領域Ａにおける同心円万線の中心線Ｌ１～Ｌ３の間隔ｄ１

は常に同じ距離を保ちつつ、中心線Ｌ１～Ｌ３のそれぞれの内側と外側に画線領域が所定
の画線面積率となるような距離を設けている。なお、画線面積率が１００％の状態とは、
同心円万線の画線幅が、同心円万線の間隔ｄ１と同じであることをいう。すなわち、同心
円万線におけるそれぞれ個々の画線の中心線から内側と外側に間隔ｄ１に５０％（内側と
外側とを合わせて１００％）まで広げた画線面積のことをいうものである。
【００５５】
　例えば、画線面積が２５％の場合、中心線Ｌ１～Ｌ３のそれぞれに同じ間隔ｄ１を保ち
、内側と外側に間隔ｄ１の１２．５％（内側と外側とを合わせて２５％）まで広げた画線
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面積としている。また、画線面積が５０％の場合、中心線Ｌ１～Ｌ３のそれぞれに同じ間
隔ｄ１を保ち、内側と外側に間隔ｄ１の２５％（内側と外側とを合わせて５０％）まで広
げた画線面積としている。さらに、画線面積が７５％の場合、中心線Ｌ１～Ｌ３のそれぞ
れに同じ間隔ｄ１を保ち、内側と外側に間隔ｄ１の３７．５％（内側と外側とを合わせて
７５％）まで広げた画線面積としている。これにより、どのような画線面積率でも間隔ｄ

１が一定に保たれ、フーリエ変換して得られたＦＦＴパターンから空間周波数の特徴を明
瞭に捉えることができる。また、空間周波数の特徴を明瞭にできるのは、画線面積率は５
％～９５％である。つまり、印刷画線ができる限り円の連続性のある円の状態を保ってい
ることが望ましい。
【００５６】
（２）実施の形態２
　本実施の形態２は、同心円万線が含まれる領域の形状及び同心円万線の位置について述
べるものである。本実施の形態２について、図面を用いて詳細に説明する。
【００５７】
　図１２は三種類の領域によって構成されている。基本的には図７（ｂ）に示されたイエ
ロー画像Ｙ３と同様の構成となっている。図７（ｂ）のイエロー画像Ｙ３は、８０μｍの
間隔ｄ１から成る同心円万線で配置された領域Ａと、１００μｍの間隔ｄ２から成る同心
円万線で配置された領域Ｂと、１３０μｍの間隔ｄ３から成る同心円万線で配置された領
域Ｃとによって構成されている。図１２の模式図に示されたように、領域Ａ、領域Ｂ、領
域Ｃそれぞれの同心円万線の中心点Ｐが等しく、かつ図面左側に領域Ａ、領域Ｂがそれぞ
れ配置され、図面右側に領域Ｃが配置されている。この場合においても、領域Ａ、領域Ｂ
、領域Ｃの空間周波数の特徴を明瞭に識別することができる。
【００５８】
　また、図１３は、図１２の模式図と同様に、三種類の領域から成り、図７（ｂ）のイエ
ロー画像Ｙ３と同じく、８０μｍの間隔ｄ１から成る同心円万線で配置された領域Ａと、
１００μｍの間隔ｄ２から成る同心円万線で配置された領域Ｂと、１３０μｍの間隔ｄ３

から成る同心円万線で配置された領域Ｃとによって構成されている。図１３の模式図に示
されたように、領域Ａ、領域Ｂ、領域Ｃそれぞれの同心円万線の中心点Ｐが等しく、かつ
領域Ａ、領域Ｂ、領域Ｃのそれぞれが、同心円万線の中心点Ｐから均等に３等分されて配
置されている。この場合においても、領域Ａ、領域Ｂ、領域Ｃの空間周波数の特徴を明瞭
に識別することができる。
【００５９】
　つまり、図１２及び図１３の同心円画線を用いた真偽判別可能な印刷物は、同心円万線
が配置される領域が、複数分割され、複数に分割された各領域は、同一の中心点を共有す
る同心円万線が形成され、複数分割された各領域の同心円万線の画線の間隔は、領域ごと
に異なることを特徴としている。
【００６０】
　さらに、図１４は、図１２及び図１３の模式図と同様に、三種類の領域から成り、図７
（ｂ）のイエロー画像Ｙ３と同じく、８０μｍの間隔ｄ１から成る同心円万線で配置され
た領域Ａと、１００μｍの間隔ｄ２から成る同心円万線で配置された領域Ｂと、１３０μ
ｍの間隔ｄ３から成る同心円万線で配置された領域Ｃとによって構成されている。図１４
の模式図に示されたように、領域Ａ、領域Ｂ、領域Ｃそれぞれの同心円万線の中心点Ｐが
異なり、かつ領域Ａ、領域Ｂ、領域Ｃのそれぞれが、同じ領域面積を持って配置されてい
る。この場合においても、領域Ａ、領域Ｂ、領域Ｃの空間周波数の特徴を明瞭に識別する
ことができる。
【００６１】
　つまり、図１４の同心円画線を用いた真偽判別可能な印刷物は、同心円万線が配置され
る領域が、複数分割され、複数に分割された各領域は、領域ごとに異なる中心点を有して
同心円万線が形成され、複数分割された各領域の同心円万線の画線の間隔は、領域ごとに
異なることを特徴としている。
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【００６２】
　なお、図１２、図１３及び図１４の模式図に示されたそれぞれの領域は、実施の形態１
に示されたように、同心円万線の間隔ｄ１の範囲でそれぞれ個々の画線の中心線から画線
幅を連続的に違えることによって連続階調が表現されるものである。
【００６３】
（３）実施の形態３
　本実施の形態３は、複数の領域がリング状に配置し、かつ、それぞれの領域の境界にお
いて、それぞれの領域に備わる同心円万線が自然な連続性が保たれている位置関係につい
て述べるものである。本実施の形態３について、図面を用いて詳細に説明する。
【００６４】
　本発明における領域に備わる同心円万線は、イエローのような明度の高い色インキで印
刷されるので、肉眼視において全体的な連続階調は視認できても画線形状を識別できるも
のではない。しかし、画線の位置関係により更に識別できないようにすることもできる。
図１５は、中心点Ｐから同じ距離を持って形成された同心円万線に見えるが、実際には図
１２、図１３及び図１４の模式図と同様に、三種類の領域によって構成されている。図７
（ｂ）のイエロー画像Ｙ３と同じく、８０μｍの間隔ｄ１から成る同心円万線で配置され
た領域Ａと、１００μｍの間隔ｄ２から成る同心円万線で配置された領域Ｂと、１３０μ
ｍの間隔ｄ３から成る同心円万線で配置された領域Ｃとによって構成されている。
【００６５】
　図１５（ａ）の模式図は、領域Ａ、領域Ｂ、領域Ｃそれぞれの同心円万線の中心点Ｐが
等しく、かつ中心点Ｐから領域Ａ、領域Ｂ、領域Ｃの順にリング状に配置されたものであ
る。まず、領域Ａは中心点Ｐから間隔ｄ１で形成された同心円万線である。領域Ａの外側
に、領域Ａの同心円万線の間隔ｄ１と領域Ｂの同心円万線の間隔ｄ２との平均値からなる
補間間隔Ｘ１が設けられ領域Ｂがリング状に配置される。領域Ｂは間隔ｄ２で形成された
同心円万線である。領域Ｂの外側に、領域Ｂの同心円万線の間隔ｄ２と領域Ｃの同心円万
線の間隔ｄ３との平均値からなる補間間隔Ｘ２が設けられ領域Ｃがリング状に配置される
。領域Ｃは間隔ｄ３で形成された同心円万線である。
【００６６】
　一方、図１５（ｂ）の模式図は、領域Ｃ、領域Ｂ、領域Ａそれぞれの同心円万線の中心
点Ｐが等しく、かつ中心点Ｐから領域Ｃ、領域Ｂ、領域Ａの順にリング状に配置されたも
のである。まず、領域Ｃは中心点Ｐから間隔ｄ３で形成された同心円万線である。領域Ｃ
の外側に、領域Ｃの同心円万線の間隔ｄ３と領域Ｂの同心円万線の間隔ｄ２との平均値か
らなる補間間隔Ｘ２が設けられ領域Ｂがリング状に配置される。領域Ｂは間隔ｄ２で形成
された同心円万線である。領域Ｂの外側に、領域Ａの同心円万線の間隔ｄ１と領域Ａの同
心円万線の間隔ｄ１との平均値からなる補間間隔Ｘ１が設けられ領域Ａがリング状に配置
される。領域Ａは間隔ｄ１で形成された同心円万線である。
【００６７】
　これにより、図１５（ａ）及び図１５（ｂ）の画線構成は、領域Ａ、領域Ｂ及び領域Ｃ
が順にリング状に配置していながらも、それぞれの領域の境界において同心円万線が自然
な連続性が保たれている。また、図１５（ａ）及び図１５（ｂ）の画線構成はそれぞれ等
しく、領域Ａ、領域Ｂ、領域Ｃの空間周波数の特徴を明瞭に識別することができる。
【００６８】
　なお、図１５（ａ）及び図１５（ｂ）の模式図に示されたそれぞれの領域は、実施の形
態１に示されたように、同心円万線の間隔ｄ１の範囲でそれぞれ個々の画線の中心線から
画線幅を連続的に違えることによって連続階調が表現されるものである。
【００６９】
　つまり、図１５の同心円画線を用いた真偽判別可能な印刷物は、同心円万線が配置され
る領域が、リング状に複数分割され、複数に分割された各領域は、同一の中心点を共有す
る同心円万線が形成され、複数に分割された各領域の境界において、隣り合う一方の領域
に備わる同心円万線の間隔と、他方の領域に備わる同心円万線の間隔との平均値からなる
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補間領域が設けられ、境界において同心円万線の連続性が保たれていることを特徴とする
。
【００７０】
（４）実施の形態４
　上記説明では実施の形態１乃至実施の形態３で示されたように、本発明は連続階調画像
に対してあらかじめ定められた埋め込むべき情報を付与するもので、本実施の形態４では
、作製装置と作製方法について説明する。
【００７１】
　本実施の形態４における作製装置は、図１６のブロック図に示されるように、カラー画
像入力手段Ｍ１、情報入力手段Ｍ２、出力手段Ｍ３、表示手段Ｍ４、編集手段Ｍ５、書式
データベースＭ６及び通信インターフェースＭ７を備えている。編集手段Ｍ５は、色分解
手段Ｍ５ａ、情報埋め込み手段Ｍ５ｂ及び画像合成手段Ｍ５ｃを有する。
【００７２】
　カラー画像入力手段Ｍ１は、真偽判別可能な印刷物の印刷画像のモチーフとなるカラー
画像が入力される。カラー画像入力手段Ｍ１は、カメラ、デジタルカメラ、スキャナ等で
あり、特に限定されるものではない。また、後述する書式データベースと同じパソコン内
に登録されている個人情報が入力された個人情報データベース、通信インターフェースに
よってあらかじめ個人情報が入力された外部データベースサーバ等から可視情報を得るこ
とができる。
【００７３】
　情報入力手段Ｍ２は、埋め込むべき情報に応じた周波数成分が抽出されるように設定さ
れた所定の間隔を有する同心円万線の情報を入力する。例えば、キーボード等からの入力
、また、後述する書式データベースＭ６と同じパソコン内に登録されている情報が入力さ
れたデータベース（図示せず）、通信インターフェースよってあらかじめ定められた埋め
込むべき情報が入力された外部データベースサーバ（図示せず）から情報を得ることがで
きる。なお、同じパソコン内に登録されている情報が入力されたデータベースは、記憶手
段（図示せず）に設けられ、埋め込むべき情報に応じた周波数成分が抽出されるように設
定された所定の間隔を有する同心円万線の情報が保存されている。
【００７４】
　出力手段Ｍ３は、色チャンネルとして複数保持できるドキュメント・ファイルに書き出
し、又はドキュメント・ファイルが、所定の色インキで基材に刷り重なって出力される。
ドキュメント・ファイルの形式は特に限定されるものではない。
【００７５】
　表示手段Ｍ４は、パソコンのモニタ、専用のモニタ等、特に限定されるものではない。
【００７６】
　色分解手段Ｍ５ａは、カラー画像入力手段Ｍ１で得られたカラー画像を印刷可能な所定
の色チャンネルに色分解し、所定の色チャンネルを最も明度の高い色要素と、残りの色素
に区分けする。
【００７７】
　情報埋め込み手段Ｍ５ｂは、カラー画像が色分解された最も明度の高い所定の色要素に
埋め込むべき情報に応じた周波数成分が抽出されるように設定された所定の間隔を有する
同心円万線の情報が情報入力手段Ｍ２によって入力され、同心円万線データを生成し、残
りの色素に、同心円万線と異なる少なくとも一つの画線群データを生成する。
【００７８】
　画像合成手段Ｍ５ｃは、最も明度の高い所定の色要素に設定された同心円万線データと
、残りの色素に設定された少なくとも一つの画線群データを合成してドキュメント・ファ
イルを生成する。例えば、最も明度の高い色要素がイエロー成分とした同心円万線データ
と、残りの色素がマゼンタ成分の画線群データ及びシアン成分の画線群データを合成して
ドキュメント・ファイルを生成する。
【００７９】
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　書式データベースＭ６は、カラー画像入力手段Ｍ１及び情報入力手段Ｍ２以外に必要な
データが格納されている。具体的には、例えばカード台紙模様を編集手段Ｍ５に送り、画
像合成手段Ｍ５ｃにて印刷画像３、印刷画像４又は印刷画像５と合成される。
【００８０】
　通信インターフェースＭ７は、ＲＳ－２３２Ｃ、ＩＥＥＥ１３９４等であり、特に限定
されるものではない。
【００８１】
　本実施の形態による作製方法は、図１６に示された作製装置を用いて、図１７のフロー
チャートに示された処理ステップによって実行されるものである。
【００８２】
　まず、ステップｆ１では、カラー画像入力手段Ｍ１にて本発明の真偽判別可能な印刷物
の印刷画像のモチーフとなるＲＧＢカラー画像を入力する。入力されるのはビットマップ
多値画像であり、画素数等に何ら制限はない。さらに、ステップｆ３に示されたカラー画
像の色分解は、図１６に示された編集手段Ｍ５に含まれる色分解手段Ｍ５ａによって行わ
れる。ステップｆ３は、色分解手段Ｍ５ａによって入力されたカラー画像を印刷可能な所
定の色チャンネルに色分解され、所定の色チャンネルを最も明度の高い色要素と、残りの
色素に区分けする。
【００８３】
　一方、ステップｆ２では、情報入力手段Ｍ２にて埋め込むべき情報に応じた周波数成分
が抽出されるように設定された所定の間隔を有する同心円万線の情報を入力する。例えば
、入力される情報は、キーボード等からの入力、また、書式データベースＭ６と同じパソ
コン内に登録されている情報が入力されたデータベース（図示せず）、通信インターフェ
ースによってあらかじめ情報が入力された外部データベースサーバ（図示せず）から情報
を得ることができる。なお、同じパソコン内に登録されている情報が入力されたデータベ
ースは、記憶手段（図示せず）に設けられ、埋め込むべき情報に応じた周波数成分が抽出
されるように設定された所定の間隔を有する同心円万線の情報が保存されている。
【００８４】
　さらに、図１６に示された編集手段Ｍ５に含まれる情報埋め込み手段Ｍ５ｂによって、
ステップｆ４では、残りの色素に、同心円万線と異なる少なくとも一つの画線群データを
生成する。例えば、シアン画像とマゼンタ画像のためのスクリーン角度の異なるそれぞれ
のドットパターンの生成と、ステップｆ５では、抽出された情報を最も明度の高い所定の
色要素に同心円万線データを生成する。例えば、入力された埋め込むべき情報によって定
義されたイエロー画像のための同心円万線パターンが生成される。
【００８５】
　次に、ステップｆ６乃至８において、ステップｆ３の色分解で得られた最も明度の高い
所定の色要素及び残りの色素に各チャンネル出力がされる。次に、ステップｆ９乃至１１
において、ステップｆ６乃至８で作製した各チャンネル出力をドットパターンに適用させ
る。例えば、シアン画像は、ステップｆ６においてドキュメント・ファイルのシアンチャ
ンネルに出力され、また、ステップｆ３の色分解で得られたマゼンタ画像は、ステップｆ
７においてドキュメント・ファイルのマゼンタチャンネルに出力され、さらに、ステップ
ｆ３の色分解で得られたイエロー画像は、ステップｆ８においてドキュメント・ファイル
のイエローチャンネルに出力される。
【００８６】
　そして、ステップｆ４で得られた、シアン画像のためのドットパターンは、ステップｆ
９においてシアンチャンネルに適用され、マゼンタ画像のためのドットパターンは、ステ
ップｆ１０においてマゼンタチャンネルに適用される。そしてさらに、ステップｆ５で得
られた、イエロー画像のための同心円パターンは、ステップｆ１１においてイエローチャ
ンネルに適用される。
【００８７】
　次に、図１６に示された編集手段Ｍ５に含まれる画像合成手段Ｍ５ｃによって、最も明
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度の高い所定の色要素に設定された同心円万線データと、残りの色素に設定された少なく
とも一つの画線群データを合成してドキュメント・ファイルを生成する。例えば、ステッ
プｆ１２の各チャンネルの合成と、ステップｆ１３のドキュメント・ファイルに書き出し
が行われる。こうして生成されたドキュメント・ファイルが、それぞれの色インキで基材
に刷り重なることにより情報を埋め込んだカラー印刷物が得られるものである。
【００８８】
（５）実施の形態５
　上述した実施の形態１乃至実施の形態３で示されたように、本発明は連続階調画像に対
して情報を付与するもので、本実施の形態５では、認証装置と認証方法について説明する
。
【００８９】
　本実施の形態５による印刷物の認証装置について説明する。本装置は、図１８に示され
たように、光学スキャナ等から成る読み取り手段Ｍ８、操作パネル等から成る入力手段Ｍ
９、ＣＲＴ、液晶パネル、プリンタ等から成る表示手段Ｍ１０、通信インターフェースＭ
１１、記憶手段Ｍ１３、更に色分離手段Ｍ１２ａ、変換手段Ｍ１２ｂ、解析手段Ｍ１２ｃ
、判定手段Ｍ１２ｄを有する演算手段Ｍ１２を備えている。
【００９０】
　演算手段Ｍ１２は、真偽判別処理に必要な演算の全てを行うものであって、色分離手段
Ｍ１２ａ、変換手段Ｍ１２ｂ、解析手段Ｍ１２ｃ及び判定手段Ｍ１２ｄを有する。また、
演算手段Ｍ１２は、記憶手段Ｍ１３、通信インターフェースＭ１１、読み取り手段Ｍ８、
入力手段Ｍ９、表示手段Ｍ１０に接続されている。色分離手段Ｍ１２ａは、読み取ったカ
ラー画像から最も明度の高い色要素のグレースケール画像を抽出する。例えば、カラー画
像からイエロー成分のグレースケール画像を抽出する。変換手段Ｍ１２ｂは、抽出された
グレースケール画像をフーリエ変換してＦＦＴパターンを生成する。解析手段Ｍ１２ｃは
、ＦＦＴパターンから周波数成分を抽出する。判定手段Ｍ１２ｄは、周波数成分と、記憶
手段に記憶された真偽判別データを比較照合することで真偽判別可能な印刷物の認証が行
われる。
【００９１】
　読み取り手段Ｍ８は、真偽判別可能な印刷物に印刷された、あらかじめ定められた埋め
込むべき情報が埋め込まれた印刷画像をカラー画像として取得するものである。
【００９２】
　読み取ったカラー画像は、演算手段Ｍ１２を介して記憶手段Ｍ１３に転送され記憶され
る。
【００９３】
　入力手段Ｍ９は、真偽判別の処理に必要なデータを入力し、演算手段Ｍ１２に転送する
ものである。
【００９４】
　表示手段Ｍ１０は、入力手段Ｍ９に入力されたデータや、演算手段Ｍ１２が真偽判別を
行った結果等の表示を行うものである。
【００９５】
　通信インターフェースＭ１１は、真偽判別データが記憶手段に保存されていない場合に
おいて、例えば真正な印刷物に関する基準値等を取得するため、図示されていないコンピ
ュータ端末に接続されているものである。また、ＲＳ－２３２Ｃ、ＩＥＥＥ１３９４等、
特に限定されるものではない。
【００９６】
　記憶手段Ｍ１３は、真偽判定データを記憶しておく。また、演算手段Ｍ１２から与えら
れた各種データや判別結果を記憶するものである。
【００９７】
　本実施の形態による認証方法は、図１８に示された認証装置を用いて、図１９のフロー
チャートに示された処理ステップによって実行されるものである。
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【００９８】
　図１９に示されたように、ステップｆ１４として、デジタルカメラ、光学式スキャナ等
の読み取り手段Ｍ８によって、あらかじめ定められた埋め込むべき情報が埋め込まれた印
刷画像をカラー画像（ＲＧＢ画像）として読み取る。例えば、１２００ｄｐｉというよう
な高解像度で、１０２４×１０２４ピクセルの画像サイズでＲＧＢ画像として読み取りを
行う。
【００９９】
　ステップｆ１５として、ステップｆ１４で色分離手段Ｍ１２ａによって、読み取られた
カラー画像（ＲＧＢ画像）から最も明度の高い色要素のグレースケール画像を抽出する。
例えば、色分離手段Ｍ１２ａにてＢ（ブルー）チャンネルのグレースケール画像の抽出を
行う。
【０１００】
　ステップｆ１６として、変換手段Ｍ１２ｂによって、ステップｆ１５で抽出されたグレ
ースケール画像（例えば、Ｂ（ブルー）チャンネル）をフーリエ変換し、ＦＦＴパターン
を生成する。
【０１０１】
　ステップｆ１７として、解析手段Ｍ１２ｃによって、ステップｆ１６で作成されたＦＦ
Ｔパターンに対し、周波数成分の抽出を行う。
【０１０２】
　ステップｆ１８として、判定手段Ｍ１２ｄによって、抽出された周波数成分と、記憶手
段に記憶された真偽判別データ（周波数成分）を比較照合することで真偽判別可能な印刷
物の認証が行われる。
【０１０３】
　周波数成分は、同心円状の画線で形成された領域の成分であるため、従来よりもはっき
りとした周波数成分を抽出することができるため、あらかじめ定められた周波数成分とを
比較照合上で誤認識することがない。
【符号の説明】
【０１０４】
　１　　　　　原画像
　２　　　　　印刷画像
　３　　　　　印刷画像
　４　　　　　印刷画像
　５　　　　　印刷画像
　Ｃ　　　　　シアン画像
　Ｍ　　　　　マゼンタ画像
　Ｙ　　　　　イエロー画像
　Ｙ１　　　　　イエロー画像
　Ｙ２　　　　　イエロー画像
　Ｙ３　　　　　イエロー画像
　ｄ１　　　　　間隔
　ｄ２　　　　　間隔
　ｄ３　　　　　間隔
　Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３　　　　　中心線
　Ｍ１　　　　　カラー画像入力手段
　Ｍ２　　　　　情報入力手段
　Ｍ３　　　　　出力手段
　Ｍ４　　　　　表示手段
　Ｍ５　　　　　編集手段
　Ｍ５ａ　　　　　色分解手段
　Ｍ５ｂ　　　　　情報埋め込み手段
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　Ｍ５ｃ　　　　　画像合成手段
　Ｍ６　　　　　書式データベース
　Ｍ７　　　　　通信インターフェース
　Ｍ８　　　　　読み取り手段
　Ｍ９　　　　　入力手段
　Ｍ１０　　　　　表示手段
　Ｍ１１　　　　　通信インターフェース
　Ｍ１２　　　　　演算手段
　Ｍ１２ａ　　　　　色分離手段
　Ｍ１２ｂ　　　　　変換手段
　Ｍ１２ｃ　　　　　解析手段
　Ｍ１２ｄ　　　　　判定手段
　Ｍ１３　　　　　記憶手段
　Ｐ　　　　　中心
　ｑｄ１　　　　　逆空間距離
　ｑｄ２　　　　　逆空間距離
　ｑｄ３　　　　　逆空間距離
　Ｘ１　　　　　補間間隔
　Ｘ２　　　　　補間間隔

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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